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審 議 結 果 報 告
1 1 月 臨 時 会

議案番号 議　　案　　名 議決内容
議案第28号 令和 5年度宮若市一般会計補正予算（第3号）について 継続審査

◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

氏名

議案

神
谷
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柴
田
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美
子

染
矢
　
正
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和
田
　
善
久

安
永
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則

安
河
　
英
幸
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野
　
勝

弓
削
田
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谷
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隆
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令和5年度宮若市一般会計補正予算
（第 3号）の審査継続について　※1 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※ 1	 反対討論（山元　秀一議員）
	 	買い物困難者がいる現状を鑑みると、一刻も早く施策を実施すべきである。民間企業であるトライアルホールディン

グスとの協定に基づく取組と伺っているが、このタイミングを失うと、せっかくの同意についても水を差し兼ねない
という危惧を感じている。

	 賛成討論（寳部　勝議員）
	 	何のために会議を開いたのか。議会のルールに則ったうえでの執行部の対応がなっていない。もう一度、提案し直し

ていただきたい。

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
３
号
）

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、
令
和
４
年
12
月
に

ス
ー
パ
ー
サ
ン
キ
ュ
ウ
若
宮
店
が
閉
店
し
た
こ

と
に
伴
い
、
買
物
に
不
便
を
強
い
ら
れ
て
い
る
市

民
の
利
便
性
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、

新
た
な
商
業
施
設
を
誘
致
す
る
た
め
の
助
成
金

と
な
っ
て
い
ま
す
。

賛
成
多
数
で
継
続
審
査

継
続
審
査
の
理
由

提
案
理
由
の
詳
細
な
資
料
を
議
会
が
求
め
た

に
も
関
わ
ら
ず
、執
行
部
か
ら
提
出
が
な
さ
れ
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
資
料
の
提
出
を
求
め
、
継
続

審
査
と
な
り
ま
し
た
。

会計 一般会計

補正前の額 184億 9,464万
5千円

補　正　額 5,000万円

補正後の額 185億 4,464万
5千円

市議会会議録はホームページからも閲覧できます。
http://www.db-search.com/miyawaka-c/index.php/

次回の定例会は 3 月1日（金） 開会予定です。
皆さんの傍聴をお待ちしています。

新型コロナウイルス感染者の発生状況によっては、傍聴をお控えいただくことがあります。
本会議・各常任委員会等の日程については、日程が決まり次第、宮若市のホームページに掲載します。
小さなお子さんをお連れの人は議場への入場はできませんが、庁舎内において親子一緒に視聴できますので、議会事務局にお尋ね下さい。
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1 2 月 定 例 会
議案番号 議　　案　　名 議決内容
同意第 4号 宮若市副市長の選任について 原案同意

議案第28号 令和 5年度宮若市一般会計補正予算（第3号）について 原案可決

議案第29号 宮若市社会福祉センターに係る指定管理者の指定について 原案可決

議案第30号 宮若市生活センターに係る指定管理者の指定について 原案可決

議案第31号 宮若市いこいの里千石に係る指定管理者の指定について 原案可決

議案第32号 宮若市共同育苗施設に係る指定管理者の指定について 原案可決

議案第33号 宮若市特別職職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第34号 宮若市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める
条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議案第35号 令和 5年度宮若市一般会計補正予算（第 4号）について 原案可決

議案第36号 令和 5年度宮若市国民健康保険特別会計補正予算（第1号）について 原案可決

議案第37号 令和 5年度宮若市下水道事業会計補正予算（第1号）について 原案可決

議案第38号 令和 5年度宮若市簡易水道事業会計補正予算（第1号）について 原案可決

議案第39号 令和 5年度宮若市水道事業会計補正予算（第1号）について 原案可決

議案第 40号 宮若市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 原案可決

議員提出議案
第 4号 塩川秀敏市長のハラスメント行為の調査に関する決議案 原案可決

議員提出議案
第5号

宮若市特別職及び一般職公務員において、あらゆるハラスメントの防止に向けた取
り組みの推進について 原案可決

議員提出議案
第 6号 塩川秀敏市長に対する辞職勧告決議案 原案可決

◆賛否の分かれた議案	 ○：賛成　×：反対

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

氏名

議案
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令和5年度宮若市一般会計補正
予算（第 3号）について　※1
（詳細は P2）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × ○

塩川秀敏市長に対する辞職
勧告決議案　※2
（詳細は P5）

× × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ ○

※ 1	 反対討論（遠藤　嘉昭議員）
	 	新たな商業施設の誘致に対する助成について、民業圧迫の懸念や公益性の確保、財政運営の影響という観点から、軽

率短慮に行うべきではない。
	 	賛成討論（山元　秀一議員）
	 	買い物困難者支援については、議会の方から全会一致で施策を求めたものである。財源についても、委員会において

適切性等の審査を行った結果、市の政策として妥当なものであると判断した。

※ 2	 反対討論（山元　秀一議員）
	 	まずは特別委員会において、事実認定を行うべきである。事実認定の無い状況で市長に対し辞職を勧告することは勇

み足であると思う。市長として任せられないというのであれば、不信任決議を出すべき。
	 賛成討論（柴田　裕美子議員）
	 	職員の心労を初め、多くの市民の方々の不安と、宮若市のイメージダウンになったことは否めない。調査特別委員会

の中で、事実関係が明らかになっていくと思う。市長の責任として、進退をしっかりと考えていただきたい。
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可決された決議

1	調査事項
本議会は、地方自治法第 100 条の規定により、次のとおり塩川秀敏市長のハラスメント行為に関する調査を

行うものとする。
・塩川秀敏市長の本市職員へのハラスメント行為に関すること
2	特別委員会の設置
本調査は、地方自治法第 109 条及び委員会条例第 5条の規定により、議長を除く議員全員で構成する、「塩

川秀敏市長のハラスメント行為に関する調査特別委員会」を設置して、付託するものとする。
3	調査権限
本議会は、1に掲げる事項の調査を行うため地方自治法第 100 条第 1項（及び同法第 98条第 1項）の権限

を上記特別委員会に委任する。
4	調査期限
上記特別委員会は、1に掲げる事項の調査が終了するまで閉会中もなお調査を行うことができる。

5	調査経費
本調査に要する経費は、本年度において、500,000 円以内とする。

理由
令和 5年 11月 28日の塩川秀敏市長のハラスメント行為報道があり、宮若市公平委員会へ複数の職員より、

塩川秀敏市長に対する改善申し立てがされていることが判明した。この件について議会においても調査をすべ
きである。
また、宮若市職員労働組合等から議会においても調査を行うよう要望があっていることからも、塩川秀敏市

長のハラスメント行為に関する調査特別委員会を設置し本件の調査を行うものである。

提出者：宮若市議会	議会運営委員会	委員長	和田	善久

塩川秀敏市長のハラスメント行為の調査に関する決議案

可決された決議

あらゆる立場において、また、あらゆる環境においてもハラスメント行為は許されざる行為であることは言
うまでもなく、特に、宮若市特別職及び一般職公務員は、公職に参画する者として高い倫理観が求められるこ
とから、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人格権その他の基本的人権を侵害する行為であることを
自覚し、自らの言動を厳しく律しなければならない。
そこで、本市において、その防止に向けた制度の創設、並びに、特別職及び一般職公務員に意識改革を施す

ための指導や定期的な研修機会を設けること、また、被害者に対する相談窓口の設置等、ハラスメント防止・
救済の制度の創設等その対策を求めるものである。

提出者：山元	秀一
賛成者：谷口	重隆、　茅野	勝

宮若市特別職及び一般職公務員において、あらゆる 
ハラスメントの防止に向けた取り組みの推進について

令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算（
第
４

号
）及
び
各
特
別
会
計
補
正
予
算

補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、住
民
税
の
非
課
税
世

帯
に
対
し
、１
世
帯
当
た
り
７
万
円
を
支
給
す
る
た

め
の
低
所
得
世
帯
支
援
給
付
金
、障
害
者
総
合
支
援

費
、
宮
田
・
三
坑
線
道
路
改
良
工
事
の
事
業
進
捗
を

図
る
た
め
の
工
事
請
負
費
と
な
っ
て
い
ま
す
。

全
会
一
致
で
可
決

会計 補正前の額 補　正　額 補正後の額

一般会計 185億4,464万
5千円

4億 8,267万
1千円

190億2,731万
6千円

国民健康保険
特別会計

33億 8,220万
5千円 129万7千円 33億 8,350万

2千円
下水道事業会計
（収益的支出）

4億 3,724万
1千円 208万2千円 4億 3,932 万

3千円
下水道事業会計
（資本的支出）

9 億 6,369万
4千円 △807万2千円 9億 5,562 万

2千円
簡易水道事業会計
（収益的支出） 1億 2,394万円 3万8千円 1億 2,397万

8千円
水道事業会計
（収益的支出）

5億 2,872 万
4千円 18万5千円 5億 2,890万

9千円

宮
若
市
副
市
長
の
選
任
に
つ
い
て

次
の
方
を
選
任
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。

岩い
わ
な
が永　

龍り
ゅ
う
じ治	

氏
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可決された決議

宮若市議会は、令和 5年 3月定例会において、塩川秀敏市長に対して問責決議を行い、独善的な市政の在り
方について、猛省を促したところである。しかしながら、今回、塩川市長の公務中のハラスメント行為が発覚
したことは、議会としても看過できない重大な事案である。
よって、議会において、100 条調査特別委員会を設置し、調査を行おうとしていた矢先に、休職していた職

員への不適切な発言が新たに報道された。
塩川市長自らが休職の原因に向き合うべきであるところ、このような不適切な発言は問題と考える。
さらに、女性職員への「子どもがいないから、親の気持ちが分からない。」との発言が報道されている中で、

ある女性職員に対し、喜びの感情が高まり、抱きついたとの目撃情報もあり、塩川市長の行為は、とても看過
することはできない。
塩川市長は、このようなハラスメント行為について「覚えていない」、「人間関係ができていれば良い」「謝罪

したい」等、釈明しか行わず、ハラスメント行為の認識も希薄であり、責任感のなさが散見された。
このように、100 条調査特別委員会での調査を行う前に、すでに多くのハラスメント行為が明らかとなって

おり、これに関する電話や取材の対応等に職員が追われ、本来の業務に支障を来しているとも聞いている。
今回の報道により、本市のイメージも地に落ちてしまい、市民の皆様に多大なるご心配をかけ、それを理解

できていない塩川市長は、リーダーとしての資質が欠けており、これからの市政運営を円滑に進める事はでき
ないと考える。
100 条調査特別委員会やマスコミ報道等において、これ以上のハラスメント行為等が明らかにされ、市民の

皆様からの不信感や職員の職務遂行の妨げとなることが容易に想像できる。
これ以上宮若市の未来を、人権意識のない塩川市長に託すことはできないと判断する。
よって、塩川秀敏市長の辞職を勧告するものである。
以上、決議する。

提出者：弓削田	敬
賛成者：和田	善久、安永	友則、染矢	正次、安河	英幸

塩川秀敏市長に対する辞職勧告決議案
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す
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す
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正
さ
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と
に
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す
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す
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用
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費
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弁
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び
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に
関
す
る
条
例
及

び
宮
若
市
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員
の
育
児
休
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等
に
関
す
る
条

例
の
一
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を
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す
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・	
特
別
職
職
員
の
部
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に
つ
い
て
、
市
長
の

給
料
減
額
分
は
、反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
弁

・	

市
長
の
給
料
減
額
に
つ
い
て
は
、
昨
年
、

市
長
給
与
の
特
例
条
例
が
可
決
さ
れ
て
お

り
、
反
映
さ
れ
て
い
る
。全

会
一
致
で
可
決

宮
若
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

子
育
て
世
帯
の
負
担
軽
減
等
の
観
点
か

ら
、
国
保
制
度
に
お
い
て
出
産
す
る
被
保
険

者
に
係
る
産
前
産
後
期
間
相
当
分
の
、
国
保

税
均
等
割
及
び
所
得
割
を
令
和
６
年
１
月
１

日
よ
り
免
除
す
る
た
め
、
宮
若
市
国
民
健

康
保
険
税
条
例
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す
る
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の

で
す
。

主
な
質
疑

・	

出
産
は
、年
間
で
何
人
ぐ
ら
い
い
る
の
か
。

答
弁

・	

国
民
健
康
保
険
の
令
和
４
年
度
実
績
で
、21

人
で
あ
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指

定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
が
本
年
度
末
で

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・	

指
定
管
理
者
と
し
て
、社
会
福
祉
協
議
会
以

外
の
団
体
を
検
討
し
た
こ
と
は
あ
る
の
か
。

総
務
委
員
会

委
員
長　
安
永　
友
則

12
月
定
例
会

委
員
会
報
告

教
育
民
生
委
員
会

委
員
長　
柴
田　
裕
美
子
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答
弁

・	
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、地
域
の
福
祉
増
進

の
た
め
に
建
て
ら
れ
た
施
設
で
あ
り
、
社

会
福
祉
協
議
会
の
目
的
に
沿
っ
た
施
設
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
従
来
か
ら
社
会
福
祉
協

議
会
に
管
理
運
営
を
お
願
い
し
て
い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
生
活
セ
ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
が
本
年
度
末
で

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・	

い
つ
か
ら
宮
若
市
身
体
障
害
者
福
祉
協
会

に
、
指
定
を
行
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁

・	

合
併
前
の
若
宮
町
の
時
代
か
ら
行
っ
て

い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定

地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
の
制
定
に
つ
い
て

内
閣
府
令
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
本
市
条

例
に
つ
い
て
も
同
様
の
改
正
を
行
う
も
の

で
す
。

質
疑
な
し

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
い
こ
い
の
里
千
石
に
係
る
指
定

管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
が
本
年
度
末
で

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・	

事
件
や
事
故
が
起
き
た
場
合
の
体
制
は
ど

う
な
っ
て
い
る
の
か
。

答
弁

・	

緊
急
連
絡
先
等
を
明
記
し
、
市
役
所
、
病

院
、
警
察
に
連
絡
が
繋
が
る
体
制
を
整
え

て
い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

宮
若
市
共
同
育
苗
施
設
に
係
る
指
定
管

理
者
の
指
定
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定
期
間
が
本
年
度
末
で

満
了
す
る
こ
と
に
伴
い
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
も
の
で
す
。

主
な
質
疑

・	

過
去
３
年
分
の
箱
数
は
。

答
弁

・	

令
和
４
年
度
に
つ
い
て
は
、
早
期
で

８
３
６
１
箱
、
準
早
期
と
普
通
期
で

３
万
７
９
８
７
箱
。
令
和
３
年
度
に
つ
い

て
は
、早
期
が
８
１
２
２
箱
、準
早
期
と
普

通
期
が
２
万
７
４
６
０
箱
。
令
和
２
年
度

は
、早
期
が
７
２
９
１
箱
、準
早
期
と
普
通

期
が
２
万
７
４
４
０
箱
と
な
っ
て
い
る
。

全
会
一
致
で
可
決

小
学
校
に
お
け
る
不
適
切
な
指
導
に
係

る
訴
訟
に
つ
い
て

本
市
の
小
学
３
年
生
の
児
童
が
２
年
前
に

担
任
教
諭
か
ら
、
宿
題
を
し
て
い
な
い
な
ど

の
理
由
か
ら
給
食
の
量
を
半
分
以
下
に
減
ら

さ
れ
た
こ
と
や
、
当
該
児
童
に
対
し
幼
稚
園

児
な
ど
と
発
言
し
た
こ
と
な
ど
が
、
マ
ス
コ

ミ
等
で
報
道
さ
れ
て
い
る
件
に
つ
い
て
、
学

校
の
管
理
者
で
あ
る
本
市
と
、
当
該
教
諭
の

給
与
負
担
者
で
あ
る
福
岡
県
に
対
し
て
、
国

家
賠
償
法
に
基
づ
く
訴
訟
が
提
訴
さ
れ
て
い

ま
す
。

経
過
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
８
月
９
日

に
福
岡
地
方
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
、
９
月
11

日
に
第
１
回
口
頭
弁
論
期
日
呼
出
状
及
び
答

弁
催
告
状
が
本
市
並
び
に
福
岡
県
に
届
い
て

い
ま
す
。

10
月
17
日
の
第
１
回
口
頭
弁
論
に
お
い

て
、
本
市
、
福
岡
県
と
も
に
、
原
告
ら
の
請

求
の
棄
却
を
主
張
し
、
請
求
の
原
因
に
対
す

る
認
否
及
び
被
告
の
主
張
に
対
し
て
は
、
準

備
書
面
に
お
い
て
主
張
す
る
旨
を
提
示
し
て

い
ま
す
。

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
整
備

に
つ
い
て

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
整
備
に

つ
い
て
は
、令
和
３
年
８
月
と
12
月
に
吉
川・

日
吉
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
治
会
長
の
連
名
に
よ
り

吉
川
校
区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
整
備

を
求
め
る
請
願
書
が
提
出
さ
れ
、
議
会
で
採

択
さ
れ
て
い
ま
す
。

更
に
、
令
和
５
年
２
月
に
は
、
吉
川
・
日

吉
ブ
ロ
ッ
ク
の
自
治
会
長
の
連
名
に
よ
り
、

吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
早
期
整
備

を
求
め
る
要
望
書
も
提
出
さ
れ
、
当
該
施
設

整
備
に
あ
た
っ
て
は
、
施
政
方
針
で
あ
る
市

産
業
建
設
委
員
会

委
員
長　
弓
削
田　
敬

市
長
報
告

◆
市
長
報
告	

1

◆
市
長
報
告	

２

11
月
臨
時
会
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民
目
線
・
市
民
主
体
に
則
り
、
吉
川
ブ
ロ
ッ

ク
の
自
治
会
長
や
関
係
団
体
等
で
構
成
す
る

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
て
、
住
民
・
利

用
者
の
意
見
を
伺
う
こ
と
と
し
ま
し
た
。

令
和
５
年
７
月
、
８
月
及
び
10
月
と
３
回

開
催
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
市
か
ら

提
案
し
た
「
現
吉
川
コ
ミ
セ
ン
周
辺
地
案
」、

「
ド
リ
ー
ム
ホ
ー
プ
跡
地
案
」並
び
に「
旧
吉

川
幼
稚
園
近
く
の
休
耕
田
案
」
の
候
補
地
に

関
す
る
メ
リ
ッ
ト
や
デ
メ
リ
ッ
ト
等
の
意
見

交
換
を
含
め
、
自
由
で
、
多
様
な
視
点
・
立

場
か
ら
の
活
発
な
ご
意
見
等
を
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
令
和
３
年
８

月
29
日
の
請
願
の
内
容
が
吉
川
支
館
（
現
吉

川
コ
ミ
セ
ン
）
の
改
修
ま
た
は
新
設
等
で
あ

る
こ
と
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
「
現
吉
川

コ
ミ
セ
ン
周
辺
地
案
」
を
支
持
す
る
声
が
多

か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
利
用
者
の
観
点
で
あ

る
吉
川
校
区
の
総
人
口
を
考
慮
し
た
と
き
、

「
現
吉
川
コ
ミ
セ
ン
周
辺
地
案
」
を
支
持
す

る
自
治
会
の
総
人
口
の
方
が
多
数
で
あ
る
こ

と
、
更
に
、
費
用
対
効
果
の
観
点
か
ら
、
現

在
の
吉
川
コ
ミ
セ
ン
を
改
修
し
、
又
は
新
設

す
る
方
が
有
利
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
総
合
的

に
判
断
し
、
吉
川
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

整
備
に
つ
い
て
は
、「
現
吉
川
コ
ミ
セ
ン
周
辺

地
」
を
活
用
し
て
進
め
て
い
き
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。

宮
若
市
土
地
開
発
公
社
の
清
算
結
了
に

つ
い
て

宮
若
市
土
地
開
発
公
社
に
つ
い
て
は
、
令

和
４
年
12
月
の
宮
若
市
土
地
開
発
公
社
理
事

会
に
お
い
て
、
出
席
理
事
全
員
の
解
散
の
同

意
を
得
、
令
和
５
年
３
月
の
議
会
の
議
決
を

経
た
う
え
で
、
令
和
５
年
５
月
22
日
付
け
福

岡
県
知
事
の
認
可
に
よ
り
解
散
し
、
令
和
５

年
８
月
30
日
に
宮
若
市
へ
の
残
余
財
産
の
引

き
継
ぎ
を
終
え
て
い
ま
す
。

残
余
財
産
の
金
額
は
１
，
０
１
３
万
３
，

５
４
０
円
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
５
０
０
万
円

は
宮
若
市
か
ら
の
出
資
金
で
あ
る
こ
と
か
ら

宮
若
市
へ
返
還
し
、
残
り
の
５
１
３
万
３
，

５
４
０
円
に
つ
い
て
は
宮
若
市
へ
引
き
継
ぎ

し
て
い
ま
す
。

な
お
、
令
和
５
年
９
月
25
日
に
清
算
結
了

登
記
が
完
了
し
て
い
ま
す
。

連
携
協
定
の
締
結
に
つ
い
て

近
年
、
地
方
自
治
体
を
取
り
巻
く
環
境
は

様
々
な
側
面
で
大
き
く
変
化
し
、
地
域
課
題

の
増
加
に
加
え
、複
雑
化
、多
様
化
す
る
中
、

行
政
の
み
で
こ
れ
ら
に
対
応
す
る
こ
と
が
困

難
と
な
っ
て
お
り
、
民
間
企
業
を
は
じ
め
地

域
の
関
連
団
体
、
事
業
者
と
の
協
働
・
連
携

が
必
要
不
可
欠
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
、
去
る
令
和
５
年
11
月
14

日
に
同
じ
筑
豊
地
区
の
福
智
町
を
ホ
ー
ム
タ

ウ
ン
と
し
、
福
岡
県
初
の
女
子
チ
ー
ム
と
し

て
Ｖ
リ
ー
グ
へ
の
参
入
が
決
定
し
た
「
カ
ノ

ア
ラ
ウ
レ
ア
ー
ズ
福
岡
」
を
運
営
す
る
一
般

社
団
法
人
カ
ノ
ア
ス
ポ
ー
ツ
振
興
会
と
、
フ

レ
ン
ド
リ
ー
タ
ウ
ン
協
定
を
締
結
し
ま
し

た
。今
後
は
本
協
定
に
基
づ
き
、選
手
の
方
々

と
の
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
や
バ
レ
ー
ボ
ー
ル

教
室
の
開
催
な
ど
、
市
民
の
方
々
と
交
流
す

る
機
会
を
設
け
な
が
ら
、
本
市
の
ス
ポ
ー
ツ

全
体
の
振
興
に
繋
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

ま
た
、
11
月
15
日
に
は
、
あ
い
お
い
ニ
ッ

セ
イ
同
和
損
害
保
険
株
式
会
社
と
包
括
連
携

協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

協
定
で
は
「
地
域
・
暮
ら
し
の
安
全
・
安

心
」「
防
災
・
災
害
対
策
」「
地
方
創
生
に
資

す
る
取
組
」
等
様
々
な
分
野
で
連
携
し
て
い

き
ま
す
が
、
最
初
の
取
り
組
み
と
し
て
、
ト

ヨ
タ
自
動
車
九
州
株
式
会
社
を
加
え
た
三
者

に
よ
る
「
地
域
の
交
通
安
全
課
題
に
対
す
る

取
り
組
み
」
に
係
る
事
業
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

引
き
続
き
多
く
の
企
業
、
団
体
な
ど
多
様

な
主
体
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築

し
、
産
学
官
民
の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く
り

を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

民
事
調
停
及
び
訴
え
の
提
起
の
報
告
に

つ
い
て

市
営
住
宅
入
居
者
の
う
ち
家
賃
滞
納
月
数

が
３
箇
月
以
上
の
者
、
計
５
名
を
対
象
と
し

た
民
事
調
停
に
つ
い
て
、
う
ち
２
名
は
調
停

申
し
立
て
前
に
納
付
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
３
名
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
５
月

26
日
、
６
月
２
日
及
び
８
月
23
日
に
直
方
簡

易
裁
判
所
に
調
停
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、

１
名
は
調
停
の
申
立
て
後
に
納
付
さ
れ
、
１

名
は
９
月
26
日
に
調
停
が
成
立
し
ま
し
た
。

調
停
に
出
席
せ
ず
不
成
立
と
な
り
ま
し
た
残

る
１
名
に
つ
い
て
は
、
令
和
５
年
７
月
11
日

に
福
岡
地
方
裁
判
所
直
方
支
部
へ
明
渡
し
訴

訟
を
提
起
し
た
結
果
、
10
月
３
日
に
勝
訴
の

判
決
を
得
て
い
ま
す
。

◆
市
長
報
告	

1

◆
市
長
報
告	

３

◆
市
長
報
告	

２

12
月
定
例
会
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市 政 を 問 う

一般質問

一般質問は市民を代表し、市の施策・方針や課題について問います

質問者 質問事項 質問要旨 QR

1.�柴田　裕美子�
P9

1.�子どもの食と居場所づくりの支
援について伺う。

（1）�子どもの居場所づくりに対する行政の支援につ
いて。

（2）�子ども食堂の存続について。

2.�遠藤　嘉昭�
P9

1.�投票率向上の取組について （1）�投票所まで行くことが困難な有権者のため、移
動式期日前投票所の導入について伺う。

2.�通学路の整備について （1）�通学路において、未だに危険箇所が多々見受け
られるが、整備の進捗状況について伺う。

3.�宮若北部工業用地のその後の
進捗状況について

（1）�本年9月議会における一般質問後の用地交渉
の進捗状況を伺う。

3.�染矢　正次�
P10

1.�ふれタク（デマンドタクシー）に
ついて

（1）�利用登録者数について伺う。
（2）�利用エリアについて伺う。

2.�児童・生徒の通学について （1）�通学路の安全点検について伺う。
（2）�安全対策の取り組みについて伺う。

4.�山元　秀一�
P10

1.�スポーツ行政について （1）�スポーツを通じ市民が生涯にわたり心身ともに
健康で文化的な生活を営むことができる社会
を実現することが必要であると考える。�
そこで、本市における具体的な取り組みについ
て伺う。

2.�宮若市の適切な働き方及びコン
プライアンスの確立について

（1）�市において、職員の健全な職務遂行のため、あ
らゆるハラスメントを防止するための取り組み
について伺う。�
職員の職務遂行にあたり規律並びに法令遵守
が徹底されているか伺う。

※ 	QRから、一般質問の録画映像がご覧いただけます。	
会議録は、議会事務局、若宮総合支所ハートフル、市内図書館および宮若市議会ホームぺージからご覧いただけます。
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市 政 を 問 う一般質問
子
ど
も
の
食
と
居
場
所
づ
く
り
の
支
援
に 

 
つ
い
て
伺
う
。

投
票
率
向
上
の
取
組
に
つ
い
て

通
学
路
の
整
備
に
つ
い
て

宮
若
北
部
工
業
用
地
の
そ
の
後
の
進
捗
状
況
に
つ
い
て

柴田　裕美子

問　
子
ど
も
の
居
場
所
づ

く
り
に
対
す
る
行
政
の
支

援
に
つ
い
て
。

答　
市
長

本
市
に
お
い
て
は
、
放

課
後
等
の
こ
ど
も
の
居
場

所
で
あ
る
学
童
保
育
所

や
、
み
や
わ
か
ア
フ
タ
ー

ス
ク
ー
ル
、
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｕ
Ｂ

Ｕ
（
む
す
ぶ
）
ス
ク
ー
ル

み
や
わ
か
を
実
施
す
る
と

と
も
に
、
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
「
リ
コ
リ
ス
」
の
児

童
図
書
を
充
実
さ
せ
る
な

ど
、
放
課
後
等
を
安
全
・

安
心
に
過
ご
し
、
多
様
な

経
験
・
活
動
を
行
え
る
よ

う
支
援
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。

国
に
お
い
て
は
、「
こ
ど

も
大
綱
」
の
策
定
に
向
け

た
検
討
と
併
せ
て
、「
こ

ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に

関
す
る
指
針
」
に
つ
い
て

令
和
５
年
12
月
１
日
に
こ

ど
も
家
庭
審
議
会
よ
り
答

申
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ

で
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏

ま
え
、
国
の
動
向
を
注
視

し
な
が
ら
、
既
存
の
地
域

資
源
で
あ
る
施
設
や
人
材

を
活
か
し
、
誰
一
人
取
り

残
さ
ず
、
こ
ど
も
の
視
点

に
立
っ
た
多
様
な
こ
ど
も

の
居
場
所
づ
く
り
に
つ
い

て
、検
討
し
て
い
き
ま
す
。

問　
子
ど
も
食
堂
の
存
続

に
つ
い
て
。

答　
市
長

子
ど
も
食
堂
は
、
様
々

な
子
ど
も
た
ち
に
対
し

て
、
食
育
や
学
習
支
援
、

地
域
に
お
け
る
居
場
所
確

保
の
機
会
を
提
供
す
る
場

で
あ
り
、
今
で
は
高
齢
者

や
障
が
い
者
を
含
む
地
域

住
民
の
交
流
拠
点
に
発
展

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り

ま
す
。

市
内
に
お
い
て
は
、
平

成
30
年
度
か
ら
宮
田
小
学

校
や
宮
田
東
小
学
校
を
、

令
和
４
年
度
か
ら
は
両
校

を
再
編
し
た
光
陵
小
学
校

を
利
用
し
て
子
ど
も
食
堂

を
実
施
さ
れ
て
い
る
団
体

が
１
箇
所
あ
り
、
子
ど
も

食
堂
を
通
じ
て
子
ど
も
の

居
場
所
づ
く
り
な
ど
に
ご

尽
力
さ
れ
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
独
自
に
子

ど
も
食
堂
に
関
す
る
事
業

は
実
施
し
て
い
ま
せ
ん

が
、
当
該
団
体
に
対
し

て
、
県
が
実
施
し
て
い
る

補
助
金
等
に
つ
い
て
の
情

報
提
供
を
行
っ
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
子
ど
も
食
堂
は
、
12
月

で
閉
鎖
さ
れ
る
と
伺
っ
て

い
ま
す
。

今
後
も
子
ど
も
食
堂
は

必
要
な
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
の
で
、
必
要
な
対
策

に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き

ま
す
。

問　
投
票
所
ま
で
い
く
こ

と
が
困
難
な
有
権
者
の
た

め
、
移
動
式
期
日
前
投
票

所
の
導
入
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
選
挙
管
理
委
員
会
書

記
長少

子
高
齢
化
等
の
社
会

情
勢
や
地
域
の
現
状
も
鑑

み
る
と
、
市
内
全
体
の
投

票
所
の
見
直
し
に
つ
い
て

検
討
す
べ
き
状
況
に
き
て

い
る
も
の
と
認
識
し
て
い

ま
す
。

期
日
前
投
票
に
お
け
る

投
票
率
が
全
体
の
３
割
を

占
め
る
な
ど
の
現
状
を
考

慮
す
る
と
、
投
票
環
境
の

向
上
の
た
め
に
期
日
前
投

票
に
お
い
て
支
援
策
を
講

じ
る
こ
と
は
、
投
票
率
向

上
の
一
助
に
な
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

そ
の
取
組
と
し
て
、
移

動
期
日
前
投
票
所
の
ほ
か

に
、
投
票
所
へ
の
移
動
が

困
難
な
高
齢
者
な
ど
を
対

象
と
し
た
無
料
送
迎
車
両

の
運
行
や
、
デ
マ
ン
ド
タ

ク
シ
ー
等
の
運
賃
を
補
助

す
る
な
ど
、
投
票
率
の
向

上
に
寄
与
す
る
仕
組
み
を

考
え
て
い
き
ま
す
。

問　
通
学
路
に
お
い
て
、未

だ
に
危
険
箇
所
が
多
々
見

受
け
ら
れ
る
が
、整
備
の
進

捗
状
況
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

通
学
路
の
安
全
確
保
に

つ
い
て
は
、
毎
年
８
月
に

各
学
校
の
通
学
路
の
合

同
点
検
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

点
検
の
方
法
と
し
て

は
、
ま
ず
各
学
校
へ
通
学

路
の
危
険
箇
所
に
つ
い
て

の
報
告
を
求
め
、
今
年
度

は
、
77
箇
所
の
報
告
が
な

さ
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
を
基
に
、
危
険
箇

所
を
集
約
し
た
資
料
を
作

成
し
、
特
に
危
険
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
箇
所
に
つ

い
て
は
現
地
確
認
を
行

い
、
対
応
策
に
つ
い
て
協

議
を
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
教
育
委
員
会

が
、
11
月
に
進
捗
状
況
を

確
認
し
、
年
度
末
に
安
全

対
策
内
容
を
取
り
ま
と

め
、
関
係
機
関
と
情
報
共

有
を
図
っ
て
い
ま
す
。

問　
本
年
９
月
議
会
に
お

け
る
一
般
質
問
後
の
用
地

交
渉
の
進
捗
状
況
を
伺

う
。

答　
市
長

令
和
５
年
12
月
１
日
現

在
、
７
割
弱
の
地
権
者
と

契
約
を
締
結
し
た
と
こ
ろ

で
す
。

本
事
業
は
、
本
市
の
企

業
誘
致
の
重
要
な
受
け
皿

で
あ
り
、
地
域
活
性
化
に

不
可
欠
な
取
組
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
引
き
続
き
、
地

権
者
と
の
交
渉
を
重
ね
、

福
岡
県
と
連
携
を
図
り
な

が
ら
、
積
極
的
に
取
組
を

進
め
て
い
き
ま
す
。

遠藤　嘉昭
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市 政 を 問 う 一般質問

染矢　正次

ス
ポ
ー
ツ
行
政
に
つ
い
て

宮
若
市
の
適
切
な
働
き
方
及
び 

 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
の
確
立
に
つ
い
て

ふ
れ
タ
ク
（
デ
マ
ン
ド
タ
ク
シ
ー
）
に
つ
い
て

児
童
・
生
徒
の
通
学
に
つ
い
て

問　
ス
ポ
ー
ツ
を
通
じ
生

涯
に
わ
た
り
健
康
で
文
化

的
な
生
活
を
営
む
た
め
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

競
技
ス
ポ
ー
ツ
と
は
異

な
る
気
軽
に
楽
し
め
る
ス

ポ
ー
ツ
の
普
及
に
努
め
る

こ
と
で
、
市
民
の
健
康
づ

く
り
に
繋
げ
る
こ
と
を
本

年
度
の
方
針
と
し
て
お

り
、
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ

等
の
各
種
大
会
を
通
じ
、

誰
も
が
気
軽
に
ス
ポ
ー
ツ

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る

よ
う
、
種
目
や
内
容
を
精

査
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ギ
ラ
ヴ
ァ
ン
ツ

北
九
州
や
カ
ノ
ア
ラ
ウ
レ

ア
ー
ズ
福
岡
と
い
っ
た
プ

ロ
ス
ポ
ー
ツ
チ
ー
ム
と
フ

レ
ン
ド
リ
ー
タ
ウ
ン
協
定

を
締
結
し
、
プ
ロ
選
手
と

交
流
が
で
き
る
ス
ポ
ー

ツ
教
室
を
計
画
し
て
い

ま
す
。

問　
職
員
の
健
全
な
職
務

遂
行
の
た
め
、
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
防
止
、
規
律
並
び

に
法
令
の
遵
守
に
つ
い
て

伺
う
。

答	

市
長

「
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止

に
関
す
る
基
本
方
針
」
を

策
定
し
全
職
員
に
周
知
と

研
修
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

相
談
検
討
委
員
会
及
び
苦

情
相
談
窓
口
を
設
置
し
、

職
員
か
ら
相
談
等
が
あ
っ

た
場
合
は
、調
査
を
行
い
、

結
果
に
応
じ
た
措
置
を
講

じ
て
い
ま
す
。

職
員
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア

ン
ス
に
つ
い
て
は
、
地
方

公
務
員
法
や
職
員
服
務
規

程
、
公
正
な
職
務
の
執
行

の
確
保
に
関
す
る
条
例
に

基
づ
き
、
法
規
に
従
う
義

務
が
課
せ
ら
れ
て
お
り
、

職
員
の
意
識
向
上
を
図
る

た
め
の
研
修
の
ほ
か
、
服

務
規
律
の
確
保
に
つ
い
て

通
達
を
行
う
等
、
そ
の
徹

底
を
図
っ
て
い
ま
す
。

問　
市
長
車
の
映
像
記
録

が
何
者
か
に
窃
取
さ
れ

た
。
違
法
性
も
疑
わ
れ
る

が
、
市
の
財
産
・
情
報
管

理
に
お
け
る
不
始
末
に
つ

い
て
、
今
後
の
対
策
は
。

答　
総
務
課
長

具
体
的
に
ど
の
法
令
に

違
反
し
、
損
害
が
生
じ
た

か
精
査
し
な
け
れ
ば
、
現

時
点
で
被
害
届
の
提
出

は
難
し
い
と
考
え
て
い

ま
す
。

研
修
の
制
度
に
つ
い
て

は
、
庁
内
の
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
担
当
官
に
よ
る

他
、
福
岡
県
市
町
村
職
員

研
修
所
で
法
令
遵
守
等
に

関
す
る
研
修
を
受
け
る
機

会
が
あ
り
、
職
員
が
法
令

に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
は
設

け
て
い
ま
す
。

問　
利
用
登
録
者
数
に
つ

い
て
伺
う
。

答　
市
長

本
年
12
月
１
日
現
在
に

お
い
て
、
１
，
０
６
２
名

が
利
用
者
と
し
て
登
録
を

さ
れ
て
い
ま
す
。

問　
利
用
エ
リ
ア
に
つ
い

て
伺
う
。

答　
市
長

磯
光
地
区
や
鶴
田
地

区
、
宮
田
地
区
の
一
部
な

ど
で
運
行
し
て
い
る
東
部

地
域
線
及
び
、
笠
松
地
区

や
水
原
地
区
、山
口
地
区
、

福
丸
地
区
の
一
部
な
ど
で

運
行
し
て
い
る
西
部
地
域

線
の
２
地
域
が
利
用
エ
リ

ア
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問　
車
イ
ス
生
活
の
方
に

つ
い
て
、
乗
降
ポ
イ
ン
ト

ま
で
の
移
動
が
大
変
だ
と

思
う
が
、
福
祉
に
対
し
て

の
考
え
は
あ
る
の
か
。

答　
産
業
観
光
課
長

今
後
の
ふ
れ
タ
ク
の
運

行
方
法
に
つ
い
て
、
障
が

い
が
あ
る
方
な
ど
、
自
宅

ま
で
の
送
迎
が
で
き
な
い

か
、
関
係
事
業
業
者
と
協

議
し
検
討
し
て
い
ま
す
。

問　
通
学
路
の
安
全
点
検

に
つ
い
て
伺
う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

通
学
路
の
合
同
点
検
に

お
い
て
、
今
年
度
は
77
箇

所
の
危
険
個
所
に
つ
い

て
、
関
係
機
関
と
現
地
確

認
や
対
応
策
に
つ
い
て
協

議
を
行
い
、
情
報
共
有
を

図
っ
て
い
ま
す
。

問　
安
全
対
策
の
取
り
組

み
に
つ
い
て
伺
う
。

答　
教
育
長
職
務
代
理
者

児
童
、
生
徒
へ
の
啓
発

活
動
と
し
て
、
毎
年
交
通

安
全
教
室
を
実
施
し
て
い

ま
す
。

問　
本
城
の
ベ
ス
ト
電
器

裏
の
市
道
32
号
線
に
つ
い

て
、
側
溝
の
深
さ
が
２

メ
ー
ト
ル
弱
あ
り
、
今
年

の
１
月
に
は
人
身
事
故
が

起
き
て
い
る
。
転
落
防
止

の
対
策
は
な
い
の
か
。

答　
土
木
建
設
課
長

生
命
が
優
先
で
あ
る
と

思
い
ま
す
の
で
、
ガ
ー
ド

パ
イ
プ
等
の
設
置
基
準
に

基
づ
き
、
水
路
の
関
係
者

と
協
議
を
行
い
な
が
ら
、

前
向
き
に
考
え
た
い
と
思

い
ま
す
。

山元　秀一
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町村議会広報研修会
　昨年 11月 21日、議会広報調査特別委員会では、県内の議会を対象に行われた広報研修会に参加し
ました。「見る人が分かりやすい」をテーマとして、議論のクローズアップや表現の工夫など、伝える
から伝わるを意識することを学びました。
　少しづつですが、研修の成果を活かし「よくわかる議会だより」を目指していきたいと思います。

　
　
　
議
長
・
副
議
長
　
新
春
あ
い
さ
つ

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、令
和
６
年
の
新
年

を
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、平
素
よ
り
、本
市
議
会
及
び
市
政
に
対
す
る
格
段

の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
、
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

昨
年
は
、
世
界
中
で
猛
威
を
振
る
っ
て
き
ま
し
た
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
位
置
づ
け
が
五
類
感
染
症
に

移
行
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
社
会
・
経
済
活
動
は

コ
ロ
ナ
前
の
日
常
を
取
り
戻
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

本
市
に
お
き
ま
し
て
も
、
各
種
イ
ベ
ン
ト
が
通
常
開
催
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ベ
ン
ト
会
場
で
、
多
く
の
参
加
者

が
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
た
こ
と
は
大
変
喜
ば
し
く
思
う
と

こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
本
市
の
一
年
を
顧
み
ま
す
と
、
昨
年
は
、
第
二

次
宮
若
市
総
合
計
画
後
期
基
本
計
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。
ま
た
、
12
月
に
は
市
長
就
任
以
来
、
不
在
と
な
っ
て

い
ま
し
た
副
市
長
が
就
任
さ
れ
、
本
計
画
に
掲
げ
ら
れ
た

様
々
な
施
策
が
、よ
り
一
層
推
進
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
施
策
の
実
現
に
は
、

今
後
も
多
く
の
予
算
の
支
出
が
見
込
ま
れ
、
そ
の
財
源
確
保
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
議
会

と
し
ま
し
て
も
進
捗
を
注
視
し
、
議
決
機
関
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
は
も
と
よ

り
、
執
行
部
と
議
会
が
両
輪
と
な
っ
て
進
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
一
昨
年
設
置
致
し
ま
し
た
議
会
改
革
特
別
委
員
会
に
お
い
て
は
、
議
会
活
動
の
充
実
・

強
化
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
、
議
会
運
営
上
の
課
題
や
条
例
・
規
則
の
見
直
し
を
進
め
て
ま

い
り
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
よ
り
一
層
の
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

結
び
に
な
り
ま
す
が
、市
民
の
皆
様
に
と
り
ま
し
て
、本
年
が
大
き
く
飛
躍
す
る
年
と
な
り
、

明
る
い
一
年
と
な
り
ま
す
よ
う
、
心
よ
り
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し

ま
す
。

神谷　喜久雄（副議長） 川口　誠（議長）
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み
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81号
2024
令
和
６
年
２
月
１
日

●
発

行
／

宮
若

市
議

会
　

   ●
編

集
／

議
会

広
報

調
査

特
別

委
員

会
●

〒
823 -0011 福

岡
県

宮
若

市
宮

田
29 -1

●
TEL 0949 -32 -1135／

FA
X 0949 -32 -0523

Miyawaka  City

編
集
後
記

編
集
後
記

議
会
広
報
調
査
特
別
委
員
会

委
員
長

副
委
員
長

委

員

委

員

委

員

委

員

委

員

山
　
元
　
秀
　
一

松
　
岡
　
史
　
倫

染
　
矢
　
正
　
次

清
　
水
　
健
太
郎

藤
　
春
　
優
　
二

神
　
谷
　
喜
久
雄

安
　
河
　
英
　
幸

　
こ
の
編
集
後
記
を
１
月
10
日
に

書
い
て
い
ま
す
。
元
日
に
発
生
し
た

能
登
地
震
に
よ
る
連
日
の
犠
牲
者

や
被
災
者
の
報
に
、
た
だ
た
だ
救
出

を
祈
る
ば
か
り
で
す
。

　
さ
て
、
宮
若
市
も
年
末
議
会
に
か

け
大
き
な
話
題
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

広
報
研
修
報
告
で
も
ふ
れ
た
よ
う
、

伝
え
る
こ
と
の
難
し
さ
、
伝
わ
る
こ

と
の
重
要
さ
を
し
み
じ
み
と
感
じ
て

い
ま
す
。

　
一
方
、
私
達
は
伝
え
ら
れ
る
こ
と

を
ど
う
捉
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

新
聞
や
テ
レ
ビ
な
ど
報
道
さ
れ
る
こ

と
に
疑
問
を
持
ち
、
或
い
は
背
景
に

目
を
向
け
る
な
ど
、
自
分
で
考
え
る

と
い
う
こ
と
は
疎
か
に
な
っ
て
い
な

い
で
し
ょ
う
か
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
ス
マ
ホ

の
普
及
に
よ
り
情
報
が
無
制
限
に

流
さ
れ
る
便
利
な
時
代
だ
か
ら
こ

そ
『
考
え
る
』
こ
と
の
大
切
さ
を
感

じ
ま
す
。

　
議
会
広
報
の
編
集
責
任
者
と
し

て
、
報
じ
る
こ
と
の
難
し
さ
と
責
任

を
痛
感
し
て
い
ま
す
。

山
元
　
秀
一

ハートフル　イルミネーション

ハートトゥハート第九コンサート

東町塞神社　秋祭り

宮田えびす祭
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